
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザ光を治療部位上で 走査する 走査ミラーを持つレーザ走査
光学系を内部に有するハンドピースと、前記走査ミラーを駆動する駆動制御手段と、を持
ち、治療用レーザ光源からのレーザ光を 治療部位に照射するレー
ザ治療装置において、前記 走査ミラーのうち で反射さ
れたレーザ光の出力を検出する出射側検出センサであって，走査ミラーの走査可能なレー
ザ光路でかつ治療部位上へレーザ光を走査するときの走査光路外にて前記ハンドピースに
配置された出射側センサと、

ことを特徴とするレーザ治療装置。
【請求項２】
　請求項１のレーザ治療装置は、

ことを特徴とするレーザ治療装置。
【発明の詳細な説明】
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ＸＹ方向に ための２つの

前記走査ミラーを介して
２つの 最終反射面となる走査ミラー

装置の操作信号を入力する入力手段と、を備え、前記駆動制
御手段は前記操作信号の入力に基づいて，治療部位に向けて前記レーザ光が出射される前
に前記レーザ光が前記出射側検出センサに向うように前記２つの走査ミラーを駆動制御す
る

前記ハンドピースに前記レーザ光を導光する導光光学系
と、前記レーザ光源から出射したレーザ光を前記導光光学系に入射させる前にその出力を
検出する光源側センサと、を有し、該光源側センサと前記出射側センサとにより検出され
るレーザ光の出力を比較して前記導光光学系及びレーザ走査光学系の導光状態の適否を検
知する検知手段と、該検知手段により導光状態に異常があるとされたときにはその旨を報
知する報知手段と、を備える



【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、患者の治療部位（患部）にレーザ光を照射して治療を行うレーザ治療装置に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
患者の治療部位にレーザ光を照射することにより治療を行うレーザ治療装置としては、患
者のシワ、アザ、シミ等を除去するために、赤外域に波長を持つＣＯ 2 レーザ（炭酸ガス
レーザ）を使用したレーザ治療装置や赤外レーザを使用した脱毛用のレーザ装置等が知ら
れている。この種の装置による形成治療では、レーザ光源から出力される治療レーザ光を
光ファイバや関節ミラーにより、ハンドピース等のレーザ照射手段まで導光している。ま
た、ハンドピース内に収められている走査機構により治療レーザ光をスキャン（走査）さ
せながらレーザ照射を行うものも知られている。
【０００３】
ところで、レーザ治療装置ではレーザ光の出力を検出することが必要とされ、通常は、レ
ーザ光源が配置された装置本体内部に検出系を設け、レーザ装置本体内部でレーザ出力の
制御を行っている。ハンドピースから出射されるレーザ出力をモニタする場合は、別途用
意されたレーザ出力検出ユニットを使用し、ハンドピース端からのレーザ出力を治療前に
確認している。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、装置本体内部に設けられた検出系では、光ファイバや関節ミラーの導光光
学系や走査ミラーの走査光学系に異常があっても、それを確認することはできない。また
、治療前にレーザ出力検出ユニットを使用してハンドピース端からのレーザ出力を確認す
ること手間である。
【０００５】
本発明は上記問題点を鑑み、出射端側でのレーザ出力を手間なく確認することができ、適
性に調整されたレーザ出力で治療を行えるレーザ治療装置を提供することを技術課題とす
る。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記問題点を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴とする。
【０００７】
　（１）　レーザ光を治療部位上で 走査する 走査ミラーを持つレ
ーザ走査光学系を内部に有するハンドピースと、前記走査ミラーを駆動する駆動制御手段
と、を持ち、治療用レーザ光源からのレーザ光を 治療部位に照射
するレーザ治療装置において、前記 走査ミラーのうち
で反射されたレーザ光の出力を検出する出射側検出センサであって，走査ミラーの走査可
能なレーザ光路でかつ治療部位上へレーザ光を走査するときの走査光路外にて前記ハンド
ピースに配置された出射側センサと、

ことを特徴とするレーザ治療装置。
　（１）のレーザ治療装置は、

ことを特徴とする。
【００１１】
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ＸＹ方向に ための２つの

前記走査ミラーを介して
２つの 最終反射面となる走査ミラー

装置の操作信号を入力する入力手段と、を備え、前
記駆動制御手段は前記操作信号の入力に基づいて，治療部位に向けて前記レーザ光が出射
される前に前記レーザ光が前記出射側検出センサに向うように前記２つの走査ミラーを駆
動制御する

前記ハンドピースに前記レーザ光を導光する導光光学系と
、前記レーザ光源から出射したレーザ光を前記導光光学系に入射させる前にその出力を検
出する光源側センサと、を有し、該光源側センサと前記出射側センサとにより検出される
レーザ光の出力を比較して前記導光光学系及びレーザ走査光学系の導光状態の適否を検知
する検知手段と、該検知手段により導光状態に異常があるとされたときにはその旨を報知
する報知手段と、を備える



【発明の実施の形態】
以下、図面に基づいて本発明を説明する。図１は本実施例であるレーザ治療装置の外観略
図、図２は制御系と光学系の構成を示した要部ブロック図を示す。
【００１２】
１はレーザ装置本体であり、レーザ装置本体１内には制御部２０、治療用レーザ光源２１
、エイミング光源２２、スキャナーコントローラ２３、導光光学系等が収納されている。
本実施例では、治療用レーザ光源２１として赤外レーザ光束を出射するＣＯ 2 レーザ光源
を、エイミング光源２２としては可視の赤色光を出射する半導体レーザを使用している。
２７はレーザ光の出力を測定するパワーセンサであり、ビームスプリッタ２６によりレー
ザ光源から出射されたレーザ光の一部を取出して測定している。
【００１３】
２は多関節アーム部、３はスキャニング用ハンドピースユニット、４はケーブル、５はコ
ネクタ部、７はレーザ照射条件等の各種設定条件を入力するためのコントロールパネル、
８はトリガ信号を発信させるためのフットスイッチである。
【００１４】
多関節アーム部２は数本の剛体管が駆動可能なように関節部によって連結されており、術
者はハンドピースユニット３を自由に移動させることができる。多関節アーム部２の各関
節部にはミラーが配置されており、レーザ装置本体１内でミラー２４、２５により同軸に
された治療用レーザ光及びエイミング光を多関節アーム部２内を通過させてハンドピース
ユニット３まで導光する。
【００１５】
図３はハンドピースユニット３の要部構成略図を示す。ハンドピースユニット３はスキャ
ナー部１０とハンドピースヘッド部１１から構成され両者は取り外し可能である。スキャ
ナー部１０内には、多関節アーム部２内を通過してきた治療用レーザ光及びエイミング光
を治療部位でＸＹ方向にスキャンさせるための駆動ミラー１２ａ、１２ｂ、それぞれの駆
動モータ１７ａ、１７ｂ、集光レンズ１３、出力検出系１６を備える。出力検出系１６は
集光レンズ１６ａ、減衰板１６ｂ、出力センサ１６ｃを備える。駆動モータ１７ａ、１７
ｂはレーザ装置本体１内に設けられたスキャナーコントローラ２３により制御され、制御
信号はスキャナーコントローラ２３を出た後、コネクタ部５、ケーブル４を介してスキャ
ナー部１０に送信され、駆動ミラー１２ａ及び１２ｂがそれぞれ揺動制御される。集光レ
ンズ１３は患部上において焦点を結ぶようにレーザ光を集光する。また、ハンドピースヘ
ッド部１１の長さは、集光レンズ１３により集光されるレーザ光の焦点位置が患部上に位
置するように設定されている。
【００１６】
出力検出系１６の出力センサ１６ｃは駆動ミラー１２ｂによって反射した反射光を受光し
、ハンドピースユニット３の出射近傍での治療用レーザパワーを測定する。また、出力検
出系１６は、図３に示すように、駆動ミラー１２ａ及び１２ｂの走査可能な光路範囲で、
かつ治療用の反射方向から少し外れた走査光路外にに配置されている。
【００１７】
以上のような構成を備える装置において、その動作を説明する。術者は、コントロールパ
ネル７のスイッチでレーザ出力、パルス照射時間の間隔等のレーザ照射条件を設定する。
スキャニングでレーザ照射する場合は、 SCANモードを選択した後、そのスキャニング形状
（三角形、四角形、六角形等が用意されている）、照射サイズを設定する。スキャナーコ
ントローラ２３はメモリ２８に記憶されたスキャニング領域の形成情報に基づいて駆動モ
ータ１７ａ，１７ｂを駆動制御し、エイミング光源２２からのエイミング光をスキャニン
グ領域外縁上で走査させる。これにより、術者はレーザ照射が行われるスキャニング領域
とその形状を確認できる。
【００１８】
レーザ照射の準備が完了したら、 READY ／ STANDBY スイッチ３０を押してレーザ照射が可
能な READY状態にし、フットスイッチ８を踏み込むことによりトリガ信号を発信させる。
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制御部２０はトリガ信号を受信すると、レーザ光源２１を駆動させると共に、スキャナー
コントローラ２３にレーザ光軸が出力センサ１６ｃに向くように制御信号を出す。スキャ
ナーコントローラ２３はこの制御信号に基づき、スキャニングの最終反射のミラー１２ｂ
で反射されるレーザ光が照射光路外に置かれた出力センサ１６ｃに向かうように、駆動モ
ータ１７ａ、１７ｂを駆動制御する。レーザ光源２１から出射した治療レーザ光は多関節
アーム部２に入射した後、多関節アーム部２の各関節部に設けられたミラーによって反射
されてハンドピースユニット３に導光され、スキャニングのミラー１２ａ，１２ｂを介し
て出力検出系１６の出力センサ１６ｃに届く。この出力検出時、制御部２０は出力検出に
必要な時間だけレーザ光源２１からレーザ光を出射させる。これにより、実際に患部にレ
ーザ照射する前の時点で、出力センサ１６ｃによりハンドピースユニット３出射直前での
レーザ出力が測定される。また、制御部２０はレーザ光源２１出射端でのレーザ出力をパ
ワーセンサ２７で測定する。
【００１９】
制御部２０は、出力センサ１６ｃによるレーザ出力をチェックし、照射条件設定値に対応
したレーザ出力で正しく出射されているかを判断する。レーザ出力が微妙にずれている場
合は、制御部２０はレーザ光源２１の出力を微調整する。この調整範囲を超える様な出力
の異常があれば、レーザ光源２１の駆動を停止してレーザ照射を停止させる。同時に、コ
ントロールパネル７にエラー表示し、術者に報知する。
【００２０】
また、さらに制御部２０は、パワーセンサ２７によるレーザ光源２１出射端でのレーザ出
力と、出力センサ１６ｃによるハンドピースユニット３出射直前でのレーザ出力を比較し
、レーザ光源２１からハンドピースユニット３の駆動ミラー１２ｂまでの導光光学系に異
常がないかを判断する。この場合も、異常があればレーザ照射を停止し、前記同様にコン
トロールパネル７にエラー表示し、術者に報知する。
【００２１】
レーザ光源及び導光光学系に異常がなく正常にレーザ出力の調整ができれば、スキャナー
コントローラ２３はメモリ２８に記憶されたスキャニング形状に基づき駆動モータ１７ａ
、１７ｂを駆動制御する。これにより適性に調整された治療レーザ光がスキャンされて治
療部位に照射される。
【００２２】
上記のように、治療用レーザスキャニングの初期に駆動ミラー１２ａ及び１２ｂの向きを
出力センサ１６ｃ側へ変えて、駆動ミラー１２ｂ直後（ハンドピースユニット３出射直前
）のレーザ出力を測定することで、術者の設定した出力値で確実に治療を行うことができ
る。また、駆動ミラー１２ａ及び１２ｂでレーザ光の向きを変えてレーザ出力を測定して
いるため、ビームスプリッタのような光学部品が不要となって軽量化、コストダウンでき
ると共に、ビームスプリッタを用いて測定する場合に比べてレーザ光の出力損失がない。
また、ビームスプリッタの反射率又は透過率は環境の変化により変化しやすく、それによ
り出力検出が大きく変動するが、ハンドピースユニット３側ではビームスプリッタを用い
てないのでその影響が無い。
【００２３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、設定したレーザ出力で適性に治療を行うことがで
きる。また、出射端側でのレーザ出力を手間なく確認することができ、導光光学系やハン
ドピース内のレーザ照射光学系の異常も容易に知ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】レーザ治療装置の外観略図である。
【図２】レーザ治療装置の制御系と光学系の構成を示した要部ブロック図である。
【図３】ハンドピースユニットの要部構成略図である。
【符号の説明】
１　レーザ装置本体
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２　多関節アーム部
３　ハンドピースユニット
７　コントロールパネル
８　フットスイッチ
１２ａ，１２ｂ　駆動ミラー
１６　出力検出系
１６ａ　集光レンズ
１６ｂ　減衰板
１６ｃ　出力センサ
１７ａ，１７ｂ　駆動モータ
２０　制御部
２１　レーザ光源
２３　スキャナーコントローラ
２７　パワーセンサ
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【 図 ３ 】
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